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子ども達の
現状は？
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に学び・育む青少年運動
毎月第３土曜日は	 青少年育成の日	【地域ぐるみで青少年育成】
毎月第３日曜日は	 家　庭　の　日	【家 族 の ふ れ あ い の 促 進】
毎	月	 1 9  日 	は	 育　児　の　日	【家庭・地域・職場で子育て応援】

鹿児島県県民生活局
青少年男女共同参画課
TEL：099-286-2557

フィルタリングって
よく聞くけど… どんなルールを

決めれば良いの？

ちょっと

©鹿児島県ぐりぶー



青少年を取り巻くインターネットの現状
　インターネットは私たちの生活を豊かにし，個人のライフスタイルの可能性を広げ
てくれるものです。しかし，誹謗中傷やいじめの温床になったり，ＳＮＳ等を利用し
た重大な事件や犯罪に巻き込まれるきっかけになったりしているのも事実です。

（上記３データ出典：鹿児島県教育庁「平成29年度インターネット利用等に関する調査」）

（出典：鹿児島県警察本部「平成28年少年白書」）
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○ 自分専用ネット接続機器所持率
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○ インターネットで最も長い時間利用している内容

※学校以外で利用している時間
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○ 出会い系サイト及び非出会い系サイトに関する被害生徒（中高生）数

※「非出会い系サイト」とは，異性交際目的でない，ユーザー同士の交流ができるゲームサイトやＳＮＳなど
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○ 自分専用携帯電話・スマートフォン所持率

平成28年度 平成29年度

非出会い系
サイトによる被害が

増加しています



知っていますか？　こんなトラブル ネットトラブル
事例集

　実際のトラブルからは，学べることがたくさんあります。
　スマホやネットの利用について，学校や家庭，友人同士で，
子どもと一緒に考えてみましょう。

何気ない言葉に	
気を付けましょう

　複数の友人とリアルタイムで会話が楽しめるグ
ループトークなどは便利な反面，早くて複雑な会話
の中でちょっとした誤解や感情の引き違いが「いじ
め」や「トラブル」に発展する可能性があります。

■文字だけの会話だからこそ…
　記号やスタンプ，顔文字などを使って，みんなに
正しく伝わるようにしましょう。

■嫌な気持ちになったら…
　感情をすぐにぶつけず，一呼吸して考え
ましょう。文字だとケンカになりそうなら，
電話で話してみるのも良い方法です。

ＳＮＳなどへの投稿内容から
個人が特定

　自画撮り画像や，友人
とシェアするつもりで写
真をＳＮＳに投稿すると，
学校の鞄や背景に写る文
字などの情報で個人が特
定されてしまう可能性が
あります。

■最近のスマホ等のカメラは…
　写真の背景に写る看板や文字はもちろん，指紋さ
え分かる高画質のものもあります。
 　
■投稿する前に…
　写真も動画も，自分以外に写っているものを必ず
確認しましょう。また，画像や動画のみならず，会
話の中にも名前や住所，学校名などがあれば，個人
特定の危険性が高まります。

スマホの過度な使用により
日常生活が乱れたままに

　スマホ等利用機器は「高機能」「大画面」など，
魅力が向上しています。ゲームや無料通話アプリな
どを夜遅くまで使用することにより，朝起きるのが
つらくなる，集中力の低下など，日常生活に支障が
出ることもあります。

■スマホ利用時間について…
　ルールを作ってみましょう。特に無料通話アプリ
について，友達とトークを終わらせるのが難しいと
いうのは，多くの子どもの悩みです。「終わりの言
葉を決める」，「○時までと決める」など，自分達で
話し合ってルールを作るように促しましょう。

■健康面について…
　勉強や食事をしていてもスマホが気になる，歩行中も
スマホから目が離せないなど，依存傾向にならないよ
う，保護者が利用状況を把握するよう心がけましょう。

ネットいじめ事例
１

個人情報の流出事例
３

性犯罪被害事例
２

ネット依存事例
４

ＳＮＳやネットの利用で犯罪に
巻き込まれてしまうことも

　ＳＮＳ等を通して知り合った，同じ趣味や話が合
う人に「会ってみたい」と思う青少年が増えていま
す。実際に会ってみると写真とは全く違う人で，事
件やトラブルに巻き込まれる可能性があります。

■ネット上で話が合うからといって…
　信用できる人であるとは限りません。思春
期の複雑な気持ちを理解した上で，犯罪等に
巻き込まれないための行動を促しましょう。

■大丈夫だと思い，一人で行くことは…
　大変危険です。「写真どおりの人だ」と思っても，
背後に悪い人がいて，被害に遭うケースがあります。



様々な手口での自
じ

画
が

撮
ど

り被害が多発しています！

出典：警察庁



自画撮り被害に遭わないために…

出典：警察庁



子ども達が安心して
インターネットを利用するために，

保護者ができること

青少年が適切に
インターネットを利用できる
環境を整備することは，
保護者の責務です。

青少年インターネット環境整備法

その１  フィルタリングを 
理解しましょう

フィルタリングって 
何？

　子どもにとって有害な情報で
あっても，ホームページの公開を
止めさせることはできません。情
報を発信する側の表現の自由を
奪うことになるからです。

　そこで，有害なホームページを
子どもに見せないようにするため
のソフトウェアが「フィルタリン
グソフト」です。

　フィルタリングソフトを使う
と，情報を発信する側の表現の自
由を奪うことなく，情報を受け取
る側で有害なホームページ等の
閲覧を拒否することができます。

どうやって設定するの？
　以下のアイコンで，フィルタリングの設定ができます。

フィルタリングの 
役割は？

□ 有害情報の閲覧制限

□ 	「なぜ，このサイトやアプリを
使ってはいけないか」を考える
契機に

フィルタリング・機能制限を 
使わないと…

・ サイトやアプリを使い放題
⬇

・ なぜ，このサイトやアプリ
を使ってはいけないか考え
ることが無い

⬇
・ 情報リテラシーが身に付か

ない

フィルタリングを 
設定すると

サイトやアプリの利用をブロック
されて…

・ なぜ，このサイトやアプリがブ
ロックされたのか考える

・ 親に利用したいと相談して，
親子一緒に考える

よく耳にする「フィルタリング」。
改めて知って欲しい，仕組みとポイントを紹介します。

保護者
の責務

・インターネット利用状況を適切に把握する。
・ フィルタリング等の利用により，子どものインターネット利用を適切に管理する。
・子どもがインターネットを適切に活用する能力の取得の促進に努める。
・ 不適切な利用により，売春，犯罪の被害，いじめ等様々な問題が生じることに留意する。

1 2 3

4

初めて自分で考え，
親と話すきっかけに！

（例：「あんしんフィルター for docomo」で検索）



その２  家庭のルールを 
設定しましょう

　インターネットを安全かつ適切に利用するためには，子どもの年齢や力量に合わせたルール
づくりや手助けが必要です。

子どものスマホ等利用については，『ペアレンタルコントロール』を意識しましょう！

ペア＝親子で一緒に
　レンタル＝親が購入して「貸し与える」
　　コントロール＝間違った使い方や危険な目に遭わないよう誘導する

インターネットトラブルで困った時の相談窓口
ＮＰＯ法人ネットポリス鹿児島 mail：meyasubako@npk.from.tv
かごしま教育ホットライン 24 ＴＥＬ：0120-783-574
ヤングテレホン（鹿児島県警察） ＴＥＬ：099-252-7867
かごしま犯罪被害者支援センター ＴＥＬ：099-226-8341

子どもが納得できるルール 
守れなかった時のための対応

サイト閲覧のみ
コミュニケーション 
アプリの禁止

□  ゲームとネット，使っていいのは 
１日　　　分までです。

□ 保護者の近くで使います。

□  食事中や歩きながら使っては 
いけません。

□ 夜　　　時以降使ってはいけません。

ＳＴＥＰ１
インターネット

利用開始期

生活のルールやリズムを守ることを前提
に，利用時間や内容を話し合って決めま
しょう。

友人・知人との 
やりとりでも
チェックを

□  ときどき保護者にやりとりを見せます。

□  個人情報や写真をネット上に公開 
しません。

□  ＳＮＳやメールは，実際に会った 
ことのある人だけにします。

□  悪口や言われて嫌なことはＳＮＳや 
メールで送りません。

ＳＴＥＰ３
ＳＮＳデビュー期

家族間でのコミュニケーションに慣れた
ら，仲の良い友人などに限り，ＳＮＳやメー
ルを許可します。

家族限定で
オンライン 
コミュニケーション

□ 家の中ではリビングで使います。

□  決まった人からのメール等以外， 
アクセスや返信はしません。

□ 困った時は，すぐに相談します。

□  公共の場所では，マナーを守ります。

ＳＴＥＰ２
ネット上のコミュニ
ケーション体験期

ＳＴＥＰ１のルールを守れ，文章で用件や
気持ちを適切に表現できるようになったら，
家族間でメールなどのやりとりをしてみま
しょう。

自由に 
楽しませつつも 
見守りを

□  ネットやＳＮＳで知り合った人とは 
直接会いません。

□  ネットで買い物やお金のやりとりを 
する時は，保護者の許可を得ます。

□  ネット上に公開する内容は， 
送信前にきちんと見直します。

□  他人にＩＤやパスワードは教えません。

ＳＴＥＰ４
ＳＮＳ成熟期

家庭の状況や子どもの能力に応じて，広く
活用を許可しましょう。
なお，使い方を把握し，必要な注意やアド
バイスをしてあげましょう。

ライン相談もやっています
（ネットポリス鹿児島）



『青少年インターネット環境整備法』が改正されました
※青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

（上記データ出典：鹿児島県教育庁「平成29年度インターネット利用等に関する調査」）

目的は？

いつ改正されたの？

どんな内容なの？

　スマートフォンやアプリ・公衆無線ＬＡＮ経由のインターネット接続が普及しフィ
ルタリング設定率が低迷。こうした状況に対応するため，フィルタリングの普及促進
を図るための法改正が行われました。

携帯電話事業者に対して，契約又は携帯電話端末等の使用者が青少年の場合
（18歳未満），（保護者が不要を申し出た場合を除き）フィルタリングサービス
の利用を条件として，通信サービスを提供することを義務付け　等

１．これまでの内容

　平成29年６月16日に成立し，
　平成30年２月１日に施行 
されました。

２．改正の内容

⑴　 携帯電話事業者及び代理店に対して，これまでの義務に加え，新規・変更
契約時』に下記を義務付け

⑵　 フィルタリング義務の対象機器を，携帯電話・ＰＨＳに加え，データ通信
用端末（タブレットなど）に拡大

※その他※
① 　パソコンメーカー等に加え，携帯電話端末の製造事業者に対してフィルタリング容易化措置義務付け
② 　ＯＳ開発事業者に対して，フィルタリング有効化措置・フィルタリング容易化措置を円滑に行えるよう

ＯＳを開発する努力義務

青少年確認 契約締結者又は端末の使用者が18歳未満か確認

保護者又は青少年に対し，
①　青少年有害情報を閲覧する恐れ
②　フィルタリングの必要性・内容の説明

フィルタリング説明

販売時にフィルタリングソフトウェアの設定を行うフィルタリング有効化措置
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○ 自分専用携帯電話（スマートフォン含む）所持者の
フィルタリング設定率（鹿児島県）

鹿児島県県民生活局青少年男女共同参画課：平成30年３月作成


